
別紙  
 

 

 

奨学金申込み時に提出する所得証明書類一覧 
 

提出する所得の 証 明 書 類 は 、 タ イ プ Ａ ・ Ｂ と も 父 と 母 両 方 、 又 は 父 母 に 代 わ っ

て 家 計 を 支 え て い る 者 の 所 得 で (１ )の 書 類 で す 。  

  な お 、 母 子 ・ 父 子 家 庭 、 障 害 者 ・ 長 期 療 養 者 の い る 世 帯 並 び に 火 災 ・ 風 水  

害 等 の 被 害 を 受 け た 世 帯 に つ い て は (２ )の 書 類 も あ わ せ て 提 出 し て く だ さ い 。  

(１ )   所 得 の 種 類 別 に よ る 提 出 書 類  

所得の種類       提      出      書      類  

給与所得者  

事業所得者  

年金受給者  

令和 7年度 (令和 6年中 ) 所得課税証明書（全部記載）  

令 和 ６ 年 の 中 途 又 は 令 和 ７ 年 に 新 た に 就 職 、 転 職 等 に よ り 収 入 源

に 変 動 が あ っ た 者 に つ い て は 、 勤 務 先 発 行 の 最 近 の 月 収 （ 見 込 ）

証 明 書 （ 様 式 自 由 ） 又 は 、 勤 務 先 及 び 氏 名 が 記 載 さ れ て い る 給 与

明 細 書 の コ ピ ー （ 直 近 ３ か 月 分 ） を 添 付  

雇用保険  

受 給 者     

①  令和 7年度 (令和 6年中 ) 所得課税証明書（全部記載）  

②  職業安定所発行の雇用保険受給資格者証のコピー  

生活保護  

受給世帯  

①  令和 7年度 (令和 6年中 ) 所得課税証明書（全部記載）  

②  福祉 事務所発行の生活 保護決定（変更）通知  

③  生活 保護受給証明書（ 両方のコピー）  

(２ ) 特 別 控 除 に 関 す る 提 出 書 類  

母 子 父 子 家 庭  母子・父子世帯調書（通知書・証書の写しを添付）※ 別 紙 様 式 ①  

※ 更 新 に よ り 証 書 が 手 元 に 無 い 場 合 は 金 額 だ け 記 入 し 証 書 の 写 し は 後 日 送 付 下 さ い  

障 害 者 の  

い る 世 帯  
身体 障害者手帳のコピ ー  

（氏名・障害名・ 障害等級の記載さ れたページ）  

 

家 計 支 持 者

が 別 居 し て

い る 世 帯  

(単 身 赴 任 )  

 

  別 居 の た め に 特 別 に 支 出 し た 金 額 で 「 住 居 費 ・ 光 熱 水 道 費 ・  

家 具 ・ 家 事 用 品 」 の 実 費 に 限 り ま す 。 ※ 別 紙 様 式 ②  

家 具 ・ 家 事 用 品 と は 、 概 ね １ 年 以 内 に 購 入 し た も の で 、 布 団 、 冷

蔵 庫 ､ 電 子 レ ン ジ 、 タ ン ス 、 テ レ ビ 、 暖 房 器 具 等 を 言 い ま す 。  

上 記 項 目 に 係 る 契 約 書 又 は 領 収 証 （ 月 契 約 の も の は 概 ね ３ か  

月 分 ） の コ ピ ー  

 

 

 

長 期 療 養 者  

の い る 世 帯  

 

 

申 込 時 現 在 に お い て 、 ６ か 月 以 上 に わ た る 期 間 療 養 中 の 者 、 又

は 療 養 を 必 要 と 認 め ら れ る 者 。 ※ 別 紙 様 式 ③  

ア  個 人 で 負 担 し た 「 診 療 費 、 治 療 費 、 薬 品 代 」 を 証 明 で き る 領

収 証 ６ か 月 分 の コ ピ ー （ 健 康 保 険 等 に よ り 医 療 給 付 を 受 け た 金 額

を 除 く ）  

イ  傷 病 名 、 療 養 期 間 等 長 期 療 養 中 で あ る こ と を 証 明 で き る 書 類

（ 診 断 書 等 ） の コ ピ ー  

1年 以 内 に 災 害

等 を 受 け た 世 帯  
消 防 署 、 市 町 村 役 場 、 警 察 署 等 発 行 の 被 災 証 明 書  

（ 被 災 額 が 記 入 さ れ た も の ）  

 ※ 審 査 上 必 要 が あ る と き は 、 上 記 以 外 の 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と も あ り ま す 。  

※ 上 記 Ⅱ の 項 目 に つ い て 、 証 明 書 類 の 提 出 が な い 場 合 に は 、 特 別 控 除 は し ま せ ん  

の で 、 ご 了 承 願 い ま す 。  

※ い ず れ も マ イ ナ ン バ ー 不 要 。  


